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は
じ
め
に

　

南
都
炎
上
と
い
う
大
罪
を
犯
し
た
平
重
衡
は
木
津
川
畔
で
処
刑
さ
れ
る
。『
平
家
物
語
』
巻
十
・
十
一
に
は
重
衡
の
大
将
軍
と
し
て
の

責
任
と
共
に
、
大
罪
人
と
し
て
裁
か
れ
る
こ
と
の
自
覚
、
さ
ら
に
は
救
済
へ
の
願
い
が
繰
り
返
し
綴
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、「
千
手
前
」

の
章
段
は
風
流
貴
公
子
と
し
て
の
一
面
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
点
で
、
い
さ
さ
か
別
種
の
趣
が
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
千
手
前
」
の
成
り
立
ち
を
『
吾
妻
鏡
』
を
用
い
て
考
え
、『
平
家
物
語
』
が
描
く
重
衡
の
物
語
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

『
平
家
物
語
』
巻
十
「
千
手
前
」
の
成
り
立
ち

│
│
『
吾
妻
鏡
』
を
窓
と
し
て
│
│

櫻

井

陽

子
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第
一
章　

覚
一
本
の
「
千
手
前
」

　

ま
ず
、
語
り
本
系
の
「
千
手
前
」
の
内
容
を
覚
一
本
に
よ
っ
て
紹
介
す
る（
１

）。

　

Ⅰ
鎌
倉
に
下
っ
た
重
衡
は
頼
朝
と
対
面
し
、
狩
野
介
宗
茂
に
預
け
ら
れ
る
。
Ⅱ
宗
茂
は
頼
朝
の
命
令
に
よ
っ
て
、
鄭
重
に
も
て
な
し
、

湯
を
提
供
し
た
後
、
Ⅲ
管
絃
の
宴
を
催
し
、
重
衡
の
深
く
沈
ん
だ
気
持
ち
を
和
ら
げ
る
。

　

Ⅲ
１

宴
で
は
千
手
前
が
酌
を
す
る
。
気
持
ち
の
乗
ら
な
い
重
衡
に
対
し
、
千
手
前
は
①
朗
詠
「
羅
綺
の
重
衣
た
る
、
情
け
な
い
事
を
機

婦
に
妬
む
」
を
歌
う
。
心
を
閉
ざ
し
て
い
る
重
衡
に
、
千
手
前
は
続
け
て
②
朗
詠
「
十
悪
と
い
へ
ど
も
引
摂
す
」
と
、
③
今
様
「
極
楽
ね

が
は
ん
人
は
み
な
、
弥
陀
の
名
号
唱
ふ
べ
し
」
を
歌
う
。
少
し
気
持
ち
を
と
り
直
し
た
重
衡
に
、
Ⅲ
２

千
手
前
は
琴
を
演
奏
す
る
。
そ
の

曲
が
④
「
五
常
楽
」
と
わ
か
っ
た
重
衡
は
、「
後
生
楽
」
と
感
じ
る
と
応
じ
て
、
自
分
は
「
往
生
の
急
」
を
弾
こ
う
と
冗
談
を
言
い
、
琵

琶
を
取
り
出
し
、
⑤
「
皇
麞
急
」
を
弾
く
。
Ⅲ
３

夜
も
更
け
て
、
千
手
前
は
⑥
「
一
樹
の
陰
に
や
ど
り
あ
ひ
、
お
な
じ
な
が
れ
を
む
す
ぶ

も
、
み
な
是
先
世
の
ち
ぎ
り
」
と
い
う
白
拍
子
を
歌
い
、
重
衡
は
⑦
朗
詠
「
灯
闇
う
し
て
は
、
数
行
虞
氏
之
涙
」
を
歌
う
。

　

Ⅳ
翌
朝
、
千
手
前
の
報
告
を
受
け
た
頼
朝
は
満
足
す
る
。
側
に
い
た
親
能
が
重
衡
の
優
美
さ
を
た
た
え
る
。

　
「
後
生
楽
」「
往
生
急
」
か
ら
は
言
語
遊
戯
的
側
面
が
う
か
が
え
、
楽
器
の
音
や
朗
詠
・
今
様
・
白
拍
子
の
声
が
聴
覚
を
心
地
よ
く
刺
激

し
、
芸
能
性
が
横
溢
す
る
章
段
で
あ
る
。
重
衡
と
千
手
の
心
の
通
い
合
い
に
注
目
さ
れ
、
重
衡
の
死
へ
の
絶
望
感
が
、
ほ
ん
の
ひ
と
と
き

慰
め
ら
れ
る
場
面
と
評
価
さ
れ
て
い
る（
２

）。
ま
た
、
重
衡
の
救
済
に
注
目
し
た
り（
３

）、
あ
る
い
は
、「
五
常
楽
」「
皇
麞
急
」
に
注
目
し
、
管
絃

講
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
論
も
あ
る（
４

）。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
宴
の
場
面
は
『
吾
妻
鏡
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
平
家
物
語
』
の
作
為
が
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よ
り
明
確
に
な
る
。
そ
こ
で
、
両
作
品
の
分
析
を
行
う
が
、『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
語
り
本
系
を
遡
る
形
態
を
持
つ
読
み
本
系
諸

本
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
読
み
本
系
を
確
認
し
た
上
で
『
吾
妻
鏡
』
と
比
較
し
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
千
手
前
」

の
成
り
立
ち
と
重
衡
の
描
写
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
二
章　

読
み
本
系
の
「
千
手
前
」

　
「
千
手
前
」
を
載
せ
る
読
み
本
系
は
、
延
慶
本
巻
十
│
九
「
重
衡
卿
千
手
前
ト
酒
盛
事
」・
長
門
本
巻
十
七
の
他
に
、
源
平
盛
衰
記
巻
三

十
九
・
四
部
合
戦
状
本
巻
十
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
展
開
は
語
り
本
系
と
共
通
し
て
い
る
が
、
左
の
よ
う
な
注
意
す
べ
き
相

違
点
も
あ
る
。

　

例
え
ば
、
宴
の
翌
朝
、
頼
朝
に
近
侍
し
て
い
た
人
物
を
、
語
り
本
系
は
中
原
親
能
と
す
る
が
、
延
慶
本
・
長
門
本
・
四
部
本
は
大
江
広

元
と
す
る
。
盛
衰
記
が
語
り
本
系
と
同
様
に
親
能
と
し
て
お
り
、
盛
衰
記
に
は
語
り
本
系
の
影
響
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
実
は
、

語
り
本
系
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
長
門
本
に
も
う
か
が
え
る
。
何
カ
所
か
、
延
慶
本
や
盛
衰
記
に
は
な
い
表
現
で
、
語
り
本
系
と
重
な
る

箇
所
が
見
い
だ
せ
る
。
長
門
本
独
自
の
語
り
本
系
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
三
本
を
対
照
す
る
こ
と
と

な
る
。
四
部
本
に
つ
い
て
も
随
時
触
れ
る
。

　

さ
て
、
先
の
朗
詠
・
今
様
・
白
拍
子
に
つ
い
て
は
、
延
慶
本
・
長
門
本
と
も
に
、
千
手
の
①
②
③
⑥
、
重
衡
の
⑦
は
共
通
す
る
。
し
か

し
楽
器
演
奏
曲
で
あ
る
④
⑤
は
異
な
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
に
、
④
⑤
の
記
事
か
ら
読
み
本
系
の
特
徴
を
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
左
に
延
慶

本
本
文
を
引
用
す
る
。
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Ⅲ
２　

千
手
琴
ヲ
取
テ
、
④
五
常
楽
ノ
急
ヲ
引
澄
ス
。
中
将
ハ
琵
琶
ヲ
取
テ
掻
鳴
サ
ル
。
女
シ
バ
シ
ハ
琴
ヲ
付
ケ
レ
ド
モ
、
後
ニ
ハ

拍
子
ア
ワ
デ
弾
止
ヌ
。
夜
深
行
マ
ヽ
ニ
、
中
将
閑
ニ
心
ヲ
澄
テ
、
⑧
廻
骨
ヲ
ゾ
弾
レ
ケ
ル
。
中
将
、「
今
生
ノ
楽
ミ

ト
コ
ソ
観
ズ
ベ
ケ

レ
。
何
事
ニ
テ
モ
今
一
度
承
ン
」
ト
被
レ

仰
ケ
レ
バ
、
Ⅲ
３

千
手
前
「
⑥
一
樹
ノ
影
ニ
宿
、
一
河
ノ
流
ヲ
汲
モ
、
多
生
ノ
縁
猶
深
シ
」

ト
云
事
ヲ
、
カ
ゾ
ヘ
ス
マ
イ
タ
リ
ケ
レ
バ
、（
略
）

Ⅳ
（
前
半
部　

略
）
広
元
申
ケ
ル
ハ
、「﹇
Ａ　

略
﹈」。
又
佐
殿
、
千
手
ニ
問
給
ケ
ル
ハ
、「
中
将
、
終
夜
琵
琶
ヲ
弾
給
ツ
ル
ハ
、
何

ト
云
楽
ニ
テ
有
ケ
ル
ゾ
」
ト
宣
ケ
レ
バ
、「
初
ハ
④
五
常
楽
、
次
ニ
⑤
皇
麞
ノ
急
ニ
テ
候
シ
ガ
、
後
ニ
ハ
⑧
廻
骨
ト
云
楽
ニ
テ
候
」

ト
申
。
広
元
是
聞
テ
、「
彼
廻
骨
ヲ
バ
文
字
ニ
ハ
、
カ
バ
ネ
ヲ
廻
ス
ト
書
テ
候
。
大
国
ニ
ハ
葬
送
之
時
、
必
ズ
用
ル
楽
也
。
而
ニ
中

将
今
生
ノ
栄
花
尽
テ
、
只
今
被
レ

誅
給
ナ
ム
ズ
ル
事
ヲ
思
給
テ
、
彼
異
朝
ノ
例
ヲ
尋
テ
、
葬
送
ノ
楽
ヲ
弾
レ
ケ
ル
コ
ソ
哀
ナ
レ
」
ト

申
ケ
レ
バ
、
佐
殿
ヲ
始
奉
テ
、
聞
人
涙
ヲ
ゾ
流
シ
ケ
ル
。

　

千
手
が
琴
で
④
「
五
常
楽
」
を
弾
き
、
重
衡
が
琵
琶
で
合
わ
せ
る
。
千
手
は
重
衡
の
琵
琶
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
が
拍
子
が
合
わ
ず
、

演
奏
を
あ
き
ら
め
る
。
時
が
経
っ
て
、
重
衡
が
⑧
「
廻
骨
」
を
弾
き
、「
今
生
ノ
楽
ミ

ト
コ
ソ
観
ズ
ベ
ケ
レ
」
と
述
べ
る
。
重
衡
は
Ⅲ
１
（
第

六
章
で
引
用
）
で
①
の
朗
詠
を
聞
い
た
時
に
は
「
重
衡
今
生
ハ
依
二

罪
業
一、
被
レ

捨
二

三
宝
ニ一

奉
リ
ヌ
」
と
言
っ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
生
へ
の

絶
望
的
な
気
持
ち
が
、
こ
こ
で
は
「
今
生
ノ
楽
ミ

」
に
転
換
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
廻
骨
」
は
翌
朝
の
説
明
（
Ⅳ
傍
線
部
）
に
よ
る
と
、

葬
送
の
時
に
演
奏
さ
れ
る
曲
で
あ
る
。「
楽
ミ

」
と
の
隔
た
り
は
大
き
い
。
そ
し
て
、
千
手
は
求
め
ら
れ
て
⑥
を
歌
う
。
な
お
、「
今
生
ノ

楽
ミ

ト
コ
ソ
観
ズ
ベ
ケ
レ
」
は
延
慶
本
独
自
の
増
補
の
可
能
性
が
あ
る
。

　

翌
朝
の
千
手
と
頼
朝
と
の
対
話
に
よ
り
、
⑤
「
皇
麞
急
」
も
弾
か
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
語
り
本
系
に
あ
る
よ
う
な
「
往
生
」

に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
語
り
本
系
が
「
五
常
楽
」
を
「
後
生
」
と
言
い
換
え
、「
皇
麞
急
」
に
「
往
生
」
を
連
想
さ
せ
て
死
後
の
世



39

界
を
う
か
が
う
重
衡
の
思
い
は
、
延
慶
本
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
寧
ろ
、「
廻
骨
」
が
葬
送
の
楽
で
あ
る
と
の
解
説
が
加
わ
る
こ
と
で
、

ま
も
な
く
お
と
ず
れ
る
処
刑
と
い
う
現
実
に
対
す
る
重
衡
の
恐
れ
が
窺
わ
れ
る
。

　

次
に
長
門
本
を
引
用
す
る
。

Ⅲ
２　

其
後
、
此
女
、
こ
と
を
ひ
く
。
中
将
、
ひ
は
を
と
り
て
は
ち
を
な
ら
さ
る
。
女
、
し
は
し
は
琴
を
つ
け
け
れ
と
も
、
し
ら
へ

あ
は
さ
り
け
れ
は
、
引
と
ゝ
ま
り
ぬ
。
夜
や
う
や
く
ふ
け
行
ま
ゝ
に
、
し
つ
か
に
物
あ
は
れ
な
り
。
又
、「
な
に
事
ま
れ
」
と
の
た

ま
ひ
け
れ
は
、
Ⅲ
３

女
、「
⑥
一
し
ゆ
の
か
け
に
舎
る
も
」
と
い
ふ
白
ひ
や
う
し
を
か
そ
へ
た
り
。（
略
）

Ⅳ
（
前
半
部　

略
）
ひ
ろ
も
と
、
申
け
る
は
、「﹇
Ａ　

略
﹈」。
兵
衛
佐
、
又
、「
ひ
は
に
ひ
か
れ
し
か
く
は
、
な
に
や
ら
ん
」
と
の

た
ま
ひ
け
れ
は
、
千
寿
、
申
け
る
は
、「
は
し
め
は
『
⑤
わ
う
し
や
う
の
き
う
』
に
て
候
し
か
、
後
に
は
、『
⑧
く
は
い
こ
つ
』
に
て

候
し
」
と
申
け
れ
は
、「『
く
は
い
骨
』
と
は
、
文
字
に
は
『
ほ
ね
を
め
く
る
』
と
か
き
て
候
。
大
国
に
は
、
人
の
死
た
る
薨
さ
う
に

は
か
な
ら
す
此
か
く
を
し
候
也
。
中
将
の
今
の
心
中
、
ら
う
え
い
の
ふ
し
、
ひ
は
の
き
よ
く
、
お
り
に
合
て
あ
は
れ
に
候
」
と
て
、

ひ
ろ
も
と
、
涙
を
な
か
す
。
佐
も
、
さ
す
か
か
た
き
な
れ
と
も
、
あ
は
れ
け
に
お
ほ
さ
れ
た
り
。

　

宴
の
場
面
で
は
、
演
奏
し
た
曲
名
が
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
翌
朝
「
皇
麞
急
」
と
「
廻
骨
」
が
弾
か
れ
た
旨
を
千
手
が
報
告
し
て
初

め
て
、
こ
の
二
曲
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
延
慶
本
と
同
様
に
、
広
元
の
説
明
に
よ
っ
て
、「
廻
骨
」
の
曲
名
と
演
奏
し

た
意
味
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
広
元
の
言
葉
（
傍
線
部
）
の
後
半
は
延
慶
本
と
は
異
な
る
も
の
の
、
重
衡
の
心
境
を
思
い
や
る
点
は
同
じ

で
あ
る
。
延
慶
本
・
長
門
本
共
に
、
死
を
目
前
に
し
た
重
衡
の
絶
望
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
。
な
お
、
長
門
本
に
も
、
語
り
本
系
に

記
さ
れ
て
い
た
「
後
生
楽
」「
往
生
急
」
へ
の
言
及
が
な
い
。

　

盛
衰
記
は
、
本
文
は
引
用
し
な
い
が
「
後
生
楽
」「
往
生
急
」
に
言
及
し
、「
廻
骨
」
も
延
慶
本
・
長
門
本
と
同
様
に
演
奏
す
る
。
親
能



40

の
解
説
も
あ
る
。
四
部
本
は
重
衡
の
弾
い
た
曲
と
し
て
、「
廻
骨
」
の
み
が
紹
介
さ
れ
、
一
生
に
一
度
し
か
弾
か
な
い
曲
で
、
命
終
を
覚

悟
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
の
説
明
が
さ
れ
る
。

　

読
み
本
系
諸
本
の
関
心
を
惹
い
た
の
は
、
主
に
「
廻
骨
」
で
あ
り
、
盛
衰
記
を
除
け
ば
、「
五
常
楽
」
と
「
皇
麞
急
」
の
二
曲
は
、
演

奏
し
た
雅
楽
の
曲
名
と
し
て
記
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
、
読
み
本
系
で
も
語
り
本
系
同
様
に
、
千
手
に
朗
詠
・
今
様
・
白
拍
子
を
歌
わ
せ
て
い
る
が
、
演
奏
し
た
曲
に
つ
い
て
は
異
な
る

叙
述
と
な
り
、
特
に
「
廻
骨
」
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
死
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
事
態
を
重
衡
が
実
感
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
れ
た
。

　

次
に
、
⑥
⑦
に
つ
い
て
考
え
る
。
ま
ず
、
延
慶
本
を
引
用
す
る
。

Ⅲ
３　

千
手
前
「
⑥
一
樹
ノ
影
ニ
宿
、
一
河
ノ
流
ヲ
汲
モ
、
多
生
ノ
縁
猶
深
シ
」
ト
云
事
ヲ
、
カ
ゾ
ヘ
ス
マ
イ
タ
リ
ケ
レ
バ
、
三
位

心
ヲ
澄
テ
「
⑦
燈
暗
シ
テ
ハ
数
行
虞
氏
ノ
涙
、
夜
深
テ
ハ
四
面
楚
歌
ノ
声
」
ト
云
朗
詠
ヲ
ゾ
シ
給
ケ
ル
。
是
聞
テ
人
々
申
ケ
ル
ハ
、

「
西
国
ニ
テ
如
何
ニ
モ
可
二

成
給
一

人
ノ
、
離
二

一
門
ヲ一

テ
、
人
シ
モ
コ
ソ
ア
レ
、
被
二

生
取
一

給
テ
、
見
馴
レ
ヌ
軍
兵
ニ
伴
テ
下
給
ツ
ラ

ム
道
通
、
如
何
心
細
ク
思
給
ツ
ラ
ン
。
雪
山
ノ
鳥
ノ
、『
今
日
ヤ
明
日
ヤ
』
ト
鳴
ラ
ム
モ
、
又
蜉
蝣
ノ
ア
ダ
ナ
ル
露
命
、
思
合
セ
ラ

レ
給
覧
ト
哀
也
」
ト
申
テ
、
鹿
野
介
以
下
、
聞
人
涙
ヲ
ゾ
流
ケ
ル
。
中
将
、
鹿
野
介
ニ
、「
各
今
ハ
帰
給
ヘ
。
夢
ミ
ン
」
ト
被
レ

仰
テ
、

枕
ヲ
西
ニ
ゾ
傾
ケ
給
ケ
ル
。
八
音
ノ
鳥
モ
鳴
渡
リ
、
衣
々
ニ
ナ
ル
暁
、
千
手
モ
イ
ト
マ
申
テ
帰
ニ
ケ
リ
。

続
い
て
、
同
じ
箇
所
の
長
門
本
を
引
用
す
る
。

Ⅲ
３　

女
、「
⑥
一
し
ゆ
の
か
け
に
舎
る
も
」
と
い
ふ
白
ひ
や
う
し
を
か
そ
へ
た
り
。
中
将
、「
⑦
と
も
し
火
く
ら
う
し
て
は
、
す
か

う
く
し
か
涙
」
と
い
ふ
ら
う
え
い
を
、
二
三
反
せ
ら
れ
て
後
、「
此
世
の
思
出
な
る
へ
し
。
い
ま
は
と
く
や
す
ま
れ
よ
。
我
も
夢
見
ん
」
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と
て
、
も
や
の
ま
く
を
ひ
き
お
ろ
さ
れ
け
れ
は
、
ふ
し
と
も
か
し
こ
ま
て
ま
か
り
出
ぬ
。
中
将
は
、
枕
を
に
し
に
そ
は
た
て
ら
る
。

此
女
、
御
前
に
ふ
し
に
け
り
。
そ
の
夜
、
程
な
く
あ
け
ゝ
れ
は
、
女
お
き
て
い
つ
。

二
重
傍
線
部
に
は
延
慶
本
独
自
の
、
朗
詠
を
聞
い
た
人
々
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
。
長
門
本
で
は
、
重
衡
が
「
此
世
の
思
出
」
と
言
っ

て
、
宴
を
催
し
て
く
れ
た
感
謝
の
辞
と
す
る
の
に
対
し
、
延
慶
本
で
は
、
人
々
が
重
衡
の
一
人
鎌
倉
に
連
行
さ
れ
た
心
細
さ
や
死
が
間
近

で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
ま
さ
し
く
「
四
面
楚
歌
」
の
状
況
に
注
目
し
て
い
る
。
次
い
で
雪
山
の
鳥
や
蜉
蝣
を
思
い
起
こ
し
て
、「
廻
骨
」

と
重
な
る
、
死
を
目
前
に
し
た
心
細
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

読
み
本
系
は
翌
朝
の
広
元
の
解
説
（
Ⅳ
）
の
中
で
、
語
り
本
系
は
⑦
の
あ
と
に
、
左
に
引
用
す
る
項
羽
の
話
が
紹
介
さ
れ
る
。

﹇
Ａ
﹈「
ア
レ
ハ
昔
大
国
ニ
楚
ノ
項
羽
ト
申
ケ
ル
帝
、
虞
氏
ト
申
ミ
メ
ヨ
キ
后
ヲ
被
二

寵
愛
一

候
ケ
リ
。
漢
ノ
高
祖
ト
申
敵
、
項
羽
ヲ
襲

候
ケ
ル
ニ
、
馬
ノ
一
日
ニ
千
里
ヲ
飛
ニ
乗
テ
、
此
虞
氏
ト
倶
ニ
去
ン
ト
シ
ケ
ル
ニ
、
馬
イ
カ
ヾ
思
ケ
ム
、
足
ヲ
調
テ
ハ
タ
ラ
カ
ザ
リ

ケ
レ
バ
、
項
羽
涙
ヲ
流
テ
、『
我
威
勢
既
ニ
尽
タ
リ
。
今
ハ
可
レ

遁
方
ナ
シ
。
敵
ノ
襲
ハ
ム
ハ
事
ノ
員
ナ
ラ
ズ
。
此
虞
氏
ニ
別
ナ
ム
事

コ
ソ
悲
ケ
レ
』
ト
テ
、
終
夜
歎
候
ケ
ル
程
ニ
、
燈
ノ
闇
ク
成
ル
マ
ヽ
ニ
、
心
細
テ
虞
氏
涙
ヲ
流
ス
。
夜
深
ル
マ
ヽ
ニ
四
面
ニ
時
ヲ
作

リ
候
ケ
ル
ナ
リ
。
是
ヲ
橘
相
公
ガ
、

　

燈
暗
数
行
虞
氏
涙　

夜
深
四
面
楚
歌
声

ト
ハ
作
テ
候
也
。」

長
門
本
も
語
り
本
系
も
本
文
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
四
面
楚
歌
の
状
態
で
項
羽
に
寄
り
添
っ
た
虞
氏
を
千
手
前
と
重
ね
た
朗
詠
と
読
む
こ

と
と
な
る
。
⑥
「
一
樹
ノ
影
ニ
宿
…
…
」
に
触
発
さ
れ
、
千
手
の
心
遣
い
に
応
え
て
朗
詠
を
し
た
重
衡
の
思
い
を
汲
む
こ
と
が
で
き
る（
５

）。

　

但
し
、
延
慶
本
が
Ⅲ
３

で
独
自
に
挿
入
し
た
二
重
傍
線
部
の
人
々
の
感
想
は
、
広
元
の
説
明
と
は
異
な
る
。
延
慶
本
は
重
衡
に
迫
り
来
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る
死
を
強
く
と
ら
え
て
い
る
。

　

以
上
、
読
み
本
系
は
重
衡
の
演
奏
を
、
語
り
本
系
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
「
廻
骨
」
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
せ
、
死
を
間
近
に
し
た

重
衡
の
思
い
を
描
い
て
い
く
。
言
語
遊
戯
的
な
側
面
へ
の
関
心
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
の
中
で
、
重
衡
の
唯
一
の
朗
詠
（
⑦
）
は
千
手
の
心

遣
い
に
応
え
る
も
の
で
あ
り
、
語
り
本
系
と
共
通
し
て
い
る
。
但
し
、
延
慶
本
は
、
重
衡
の
死
と
む
か
い
合
う
心
情
を
強
調
す
る
点
で
、

独
自
の
様
相
を
見
せ
る
。

第
三
章　
『
吾
妻
鏡
』
の
「
千
手
前
」

　

読
み
本
系
と
語
り
本
系
と
の
共
通
点
、
相
違
点
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
章
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
沿
っ
て
宴
の
展
開
を
確
認
し
て

い
く
。
左
に
、
元
暦
元
年
四
月
二
十
日
条
を
引
用
す
る
。

Ⅱ　

雨
降
、
終
日
不
休
止
、
本
三
位
中
将
依
武
衛
御
免
、
有
沐
浴
之
儀
、

Ⅲ　

其
後
及
秉
燭
之
期
、
称
為
慰
徒
然
、
被
遣
藤
判
官
代
邦
通
・
工
藤
一
臈
祐
経
・
幷
官
女
一
人
〈
号
千
手
前
〉
等
於
羽
林
之
方
、

剩
被
副
送
竹
葉
上
林
已
下
、
羽
林
殊
喜
悦
、
遊
興
移
剋
、
祐
経
打
鼓
歌
今
様
、
女
房
弾
琵
琶
、
羽
林
和
横
笛
、
Ⅲ
２

先
吹
④
五
常
樂
、

「
為
下
官
、
以
之
可
為
後
生
楽
」
由
称
之
、
次
吹
⑤
皇
麞
急
、「
謂
往
生
急
」、
凡
於
事
莫
不
催
興
、
及
夜
半
女
房
欲
帰
、
羽
林
暫
抑

留
之
、
Ⅲ
３

与
盃
及
朗
詠
、「
⑦
燭
暗
数
行
虞
氏
涙
、
夜
深
四
面
楚
歌
声
」
云
々
、

Ⅳ　

其
後
各
帰
参
御
前
、
武
衛
令
問
酒
宴
次
第
給
、
邦
通
申
云
、「
羽
林
、
云
言
語
、
云
芸
能
、
尤
以
優
美
也
、
以
④
五
常
楽
謂
後

生
楽
、
以
⑤
皇
麞
急
号
往
生
急
、
是
皆
有
其
由
歟
、
楽
名
之
中
、
⑧
廻
忽
者
元
書
廻
骨
、
大
国
葬
礼
之
時
調
此
楽
云
々
、
吾
為
囚
人
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待
被
誅
条
、
存
在
旦
暮
由
之
故
歟
、
又
女
房
欲
帰
之
程
、
猶
詠
⑦
四
面
楚
歌
句
、
彼
項
羽
過
呉
之
事
、
折
節
思
出
歟
」
之
由
申
之
、

武
衛
殊
令
感
事
之
体
給
、「
依
憚
世
上
之
聞
、
吾
不
臨
其
座
、
為
恨
」
之
由
被
仰
云
々
、

Ⅴ　

武
衛
又
令
持
宿
衣
一
領
於
千
手
前
、
更
被
送
遣
、
其
上
以
祐
経
「
辺
鄙
士
女
還
可
有
其
興
歟
、
御
在
国
之
程
可
被
召
置
」
之
由

被
仰
之
云
々
、
祐
経
頻
憐
羽
林
、
是
往
年
候
小
松
内
府
之
時
、
常
見
此
羽
林
之
間
、
于
今
不
忘
旧
好
歟
、

　
『
平
家
物
語
』
と
の
共
通
性
の
多
さ
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
大
き
く
異
な
る
点
と
し
て
、『
吾
妻
鏡
』
で
は
翌
朝
で
は
な
く
「
其
後
」
に
、

親
能
で
も
広
元
で
も
な
く
、
邦
通
が
頼
朝
と
会
話
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
宴
で
は
工
藤
祐
経
が
鼓
を
打
ち
今
様
を
歌
い
、
千
手
が

琵
琶
を
弾
き
、
重
衡
は
笛
を
吹
く
。
曲
名
や
歌
詞
が
披
露
さ
れ
る
の
は
重
衡
の
み
で
あ
り
、
千
手
の
今
様
や
朗
詠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

重
衡
は
Ⅲ
２

で
④
「
五
常
楽
」
を
吹
い
て
「
後
生
楽
」
と
言
い
換
え
、
⑤
「
皇
麞
急
」
を
吹
い
て
「
往
生
急
」
と
言
い
換
え
、
死
後
の

自
分
に
願
い
を
託
す
。
ま
た
、
⑧
「
廻
骨
」
は
邦
通
に
よ
っ
て
、
後
で
説
明
が
さ
れ
、「
吾
為
囚
人
待
被
誅
条
、
存
在
旦
暮
由
之
故
歟
（
囚

人
と
し
て
処
刑
さ
れ
る
時
を
待
つ
自
身
の
命
が
あ
と
僅
か
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
か
）」
と
、
重
衡
の
心
情
を
汲
み
取
る
。

Ⅲ
３

で
唯
一
記
さ
れ
る
朗
詠
（
⑦
）
に
つ
い
て
は
、
Ⅳ
で
邦
通
が
、
女
房
が
帰
ろ
う
と
し
た
時
に
ふ
と
思
い
出
し
た
の
か
と
言
う
。
千
手

に
虞
氏
を
連
想
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
、
異
郷
に
あ
っ
て
敵
に
囲
ま
れ
た
項
羽
に
我
が
身
を
重
ね
て
い
る
こ
と
も
察
せ

ら
れ
る
。

　
「
五
常
楽
」
も
「
皇
麞
急
」
も
「
四
面
楚
歌
」
も
、
重
衡
自
身
の
演
奏
と
朗
詠
で
あ
り
、
千
手
は
琵
琶
を
演
奏
す
る
の
み
で
あ
っ
た
こ

と
に
は
注
意
し
た
い
。「
四
面
楚
歌
」
に
は
千
手
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
様
子
も
窺
え
る
が
、「
後
生
」「
往
生
」
へ
の
言
い
換
え
、
そ

し
て
「
廻
骨
」
の
解
説
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
に
対
峙
し
て
い
る
重
衡
の
現
在
が
記
さ
れ
る
。
囚
人
と
し
て
死
を
待
つ
辛
さ
、

死
後
へ
の
願
い
、
敵
陣
に
一
人
い
る
孤
独
と
い
っ
た
、
重
衡
の
様
々
な
心
情
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
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「
羽
林
殊
喜
悦
、
遊
興
移
剋
」
と
、
重
衡
は
頼
朝
ら
の
饗
応
に
喜
ん
で
時
間
を
過
ご
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
面
か
ら
溢
れ
出
て

く
る
の
は
、
寧
ろ
、
絶
望
的
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
重
衡
の
心
情
で
あ
る
。「
喜
悦
」
と
記
さ
れ
る
表
情
が
見
え
た
と
す
れ
ば
、
思
い

が
け
な
く
も
厚
い
も
て
な
し
を
受
け
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
念
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。

第
四
章　
『
吾
妻
鏡
』
と
『
平
家
物
語
』

　

次
に
、
重
衡
の
関
東
下
向
関
係
記
事
ま
で
拡
げ
て
『
吾
妻
鏡
』
と
『
平
家
物
語
』
の
関
係
を
考
え
る
。
両
書
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は

多
く
の
研
究
が
あ
る（
６

）。
但
し
、
合
戦
譚
や
文
書
が
中
心
で
、「
千
手
前
」
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
数
少
な
い
指
摘
で
は
、

『
吾
妻
鏡
』
も
し
く
は
、『
吾
妻
鏡
』
が
使
用
し
た
資
料
を
『
平
家
物
語
』
が
用
い
た
と
さ
れ
て
い
る（
７

）。
本
章
で
も
同
様
の
結
論
を
導
く
こ

と
に
な
る
が
、
重
衡
に
向
け
る
『
平
家
物
語
』
の
関
心
を
確
認
す
る
た
め
に
、
諸
本
の
検
討
を
交
え
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
１
）　

重
衡
の
関
東
到
着
・
頼
朝
と
の
対
面

　

ま
ず
、
該
当
す
る
『
吾
妻
鏡
』
を
引
用
し
、
次
に
『
平
家
物
語
』
諸
本
と
の
対
照
を
示
す
。

〇
三
位
中
将
重
衡
卿
今
日
出
京
赴
関
東
、
梶
原
平
三
景
時
相
具
之
、
是
武
衛
依
令
申
請
給
也
、（
三
月
十
日
条
）

〇
武
衛
進
発
伊
豆
国
給
、
是
為
覧
野
出
鹿
也
、
下
河
辺
庄
司
行
平
・
同
四
郎
政
義
・
新
田
四
郎
忠
常
・
愛
甲
三
郎
季
隆
・
戸
崎
右
馬
允
国

延
等
可
為
御
前
之
射
手
由
被
定
云
々
、（
三
月
十
八
日
条
）

〇
去
夜
着
御
北
条
、（
三
月
二
十
日
条
）
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〇
三
品
羽
林
着
伊
豆
国
府
、
境
節
武
衛
令
坐
北
条
給
之
間
、
景
時
以
専
使
伺
子
細
、
早
相
具
可
参
当
所
之
由
被
仰
、
仍
伴
参
、
但
明
旦
可

遂
面
謁
之
由
被
仰
羽
林
云
々
、（
三
月
二
十
七
日
条
）

〇
（
第
五
章
に
引
用
（
三
月
二
十
八
日
条
））

〇
自
北
条
御
帰
着
鎌
倉
、
藤
九
郎
盛
長
献
盃
酒
、
入
夜
於
北
面
屋
有
此
儀
、
召
行
平
・
政
義
・
忠
常
・
季
隆
・
国
延
等
於
御
前
、
給
鹿
皮

〈
各
三
枚
〉、
去
比
於
伊
豆
国
所
射
取
之
鹿
歟
、（
四
月
一
日
条
）

〇
本
三
位
中
将
自
伊
豆
国
来
着
鎌
倉
、
仍
武
衛
点

内
屋
一
宇
、
被
招
入
之
、
狩
野
介
一
族
・
郎
従
等
毎
夜
十
人
令
結
番
守
護
之
、（
四

月
八
日
条
）

『
吾
妻
鏡
』

延
慶
本

長
門
本

盛
衰
記

四
部
本

八
章
段

３

・
23　

伊
豆
着

重
衡
到
着

３

・
27　

伊
豆
国
府

３

・
26　

伊
豆

３

・
28　

大
庭
↓
鎌
倉

３

・
26　

鎌
倉

３

・
27　

鎌
倉

頼
朝
と
対
面

３

・
28　

伊
豆
北
条
　
　
　
　

伊
豆

　
　
　
　

鎌
倉

３

・
27　

鎌
倉

３

・
28　

鎌
倉

移
動

４

・
８　

鎌
倉
着

宴

４

・
20　

鎌
倉

九
章
段　

伊
豆

３

・
29　

鎌
倉

晦
日　
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『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
、
頼
朝
は
三
月
十
八
日
に
野
出
の
鹿
を
見
る
た
め
に
、
射
手
を
引
き
連
れ
て
伊
豆
に
向
か
い
、
翌
日
夜
に
北
条

に
到
着
し
、
十
日
ほ
ど
滞
在
し
、
四
月
一
日
に
鎌
倉
に
戻
っ
て
い
る
。
重
衡
と
の
対
面
は
そ
の
間
の
出
来
事
で
あ
る
。
重
衡
は
二
十
七
日

に
伊
豆
国
府
に
到
着
し
て
す
ぐ
に
北
条
に
呼
ば
れ
、
翌
朝
頼
朝
と
対
面
す
る
。

　

頼
朝
が
伊
豆
で
狩
を
し
て
い
た
時
に
、
偶
然
重
衡
の
下
向
に
遭
遇
し
、
重
衡
を
呼
び
寄
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
重
衡
の
東
国
下
向
は
頼

朝
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
三
月
十
日
条
）。
重
衡
が
伊
豆
に
到
着
す
る
日
程
は
お
お
よ
そ
把
握
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
重

衡
と
の
対
面
の
翌
日
、
頼
朝
は
北
条
を
出
発
し
て
い
る
。
頼
朝
は
重
衡
に
会
う
た
め
に
、
狩
を
口
実
と
し
て
北
条
ま
で
出
向
き
、
重
衡
を

待
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
よ
う
。『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
を
追
う
限
り
、
北
条
で
の
対
面
に
不
自
然
な
展
開
は
な
い
。

　
『
平
家
物
語
』
諸
本
で
は
、
延
慶
本
以
外
は
鎌
倉
で
頼
朝
と
対
面
す
る
。
延
慶
本
巻
十
│
八
「
重
衡
卿
関
東
ヘ
下
給
事
」
は
、
伊
豆
で

の
対
面
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

Ⅰ　

日
数
漸
積
行
バ
、
廿
六
日
ノ
夕
晩
ニ
ハ
、
中
将
伊
豆
ノ
国
府
ヘ
ゾ
付
給
フ
。
折
節
兵
衛
佐
殿
ハ
伊
豆
ニ
狩
シ
テ
オ
ワ
シ
ケ
レ
バ
、

梶
原
、
事
ノ
由
ヲ
申
入
タ
リ
ケ
レ
バ
、（
略　

一
行
は
屋
敷
に
入
る
）。

　

鎌
倉
殿
、
比
企
ノ
藤
四
郎
能
員
ヲ
御
使
ニ
テ
被
レ

申
ケ
ル
ハ
、「
無
二

左
右
一

可
レ

入
二

見
参
一ニ

候
ヘ
ド
モ
、
此
程
焼
野
ヲ
狩
テ
候
ヘ
バ
、

ホ
コ
リ
多
ク
カ
ヽ
リ
テ
候
之
間
、
イ
カ
ケ
仕
テ
、
見
参
ニ
可
レ

入
候
。
加
様
ニ
御
下
向
コ
ソ
神
妙
ニ
候
ヘ
。
但
雪
メ二

父
之
恥
一、（
略
）」

重
衡
は
伊
豆
国
府
（
三
島
）
に
到
着
す
る
。
頼
朝
が
狩
で
伊
豆
に
い
た
こ
と
も
『
吾
妻
鏡
』
と
共
通
し
て
い
る
。
対
面
場
所
が
国
府
で
あ

る
か
の
よ
う
に
読
め
る
と
こ
ろ
は
少
々
異
な
る
。
次
に
盛
衰
記
で
は
、

Ⅰ　

同
二
十
三
日
ニ
ハ
、
伊
豆
国
府
ニ
ゾ
著
給
フ
。
兵
衛
佐
殿
、
折
節
伊
豆
ノ
奥
野
ノ
焼
狩
ト
テ
、
狩
場
ニ
オ
ハ
シ
ケ
リ
。
此
由
カ

ク
ト
申
タ
リ
ケ
レ
バ
、
北
条
ヘ
奉
レ

入
ト
也
。
翌
ノ
日
ハ
北
条
ヘ
奉
レ

具
、（
略　

頼
朝
は
）
一
法
房
ヲ
使
ニ
テ
、「
是
マ
デ
御
下
向
、
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返
々
難
レ

有
覚
ヘ
侍
リ
。
此
間
焼
山
狩
仕
テ
、
狩
場
ノ
灰
ナ
ド
懸
リ
テ
見
苦
ク
候
ヘ
バ
、
静
ニ
可
レ

入
二

見
参
一

」
ト
宣
棄
テ
、
鎌
倉
ヘ

入
給
ケ
リ
。
二
十
五
日
ニ
梶
原
平
三
、
三
位
中
将
奉
二

相
具
一、
同
二
十
六
日
ニ
鎌
倉
ヘ
ゾ
入
ニ
ケ
ル
。（
傍
線
は
延
慶
本
・
盛
衰
記
共

通
部
分
）。

と
あ
る
。
盛
衰
記
も
延
慶
本
・『
吾
妻
鏡
』
と
同
様
に
、
重
衡
は
伊
豆
国
府
に
到
着
し
、
頼
朝
も
狩
の
た
め
に
伊
豆
に
逗
留
中
で
あ
る
。

重
衡
が
伊
豆
に
到
着
し
た
日
が
異
な
る
が
、
こ
れ
は
盛
衰
記
が
頼
朝
と
対
面
す
る
地
に
到
着
し
た
日
付
を
、
延
慶
本
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
二
十
六
日
の
ま
ま
と
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
ろ
う
。

　

延
慶
本
も
盛
衰
記
も
そ
れ
ぞ
れ
不
自
然
な
文
脈
を
抱
え
て
い
る
。
延
慶
本
は
、
狩
を
し
て
埃
に
ま
み
れ
て
い
る
の
で
湯
浴
み
を
し
て
か

ら
対
面
を
、
と
使
い
に
言
わ
せ
て
い
る
も
の
の
、
続
け
て
重
衡
と
の
対
面
に
移
り
、
大
名
小
名
が
居
並
ん
で
聞
い
て
い
た
と
記
さ
れ
る
。

盛
衰
記
は
、
重
衡
を
北
条
に
呼
び
つ
け
て
お
き
な
が
ら
、
狩
の
灰
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
会
わ
ず
に
鎌
倉
に
戻
り
、
後
日
鎌

倉
で
対
面
す
る
。
こ
れ
ら
の
不
自
然
さ
は
、
読
み
本
系
共
通
祖
本
の
段
階
の
内
容
が
、『
吾
妻
鏡
』
の
よ
う
に
頼
朝
が
狩
を
名
目
と
し
て

伊
豆
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
と
、
伊
豆
（
お
そ
ら
く
北
条
）
で
頼
朝
と
対
面
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
展
開
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
が
（
整
序
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
が
）
改
編
を
試
み
た
と
考
え
れ
ば
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

長
門
本
は
、

左
に
は
松
山
か
ゝ
と
そ
ひ
へ
て
、
松
ふ
く
風
も
さ
く
〳
〵
た
り
。
右
に
は
海
上
ま
む
〳
〵
と
し
て
、
き
し
う
つ
浪
も
れ
き
〳
〵
た
り
。

恋
せ
は
や
せ
ぬ
へ
し
恋
せ
す
は
あ
り
ぬ
へ
し
と
う
た
ひ
は
し
め
給
ひ
し
、
あ
し
か
ら
の
関
も
過
ぬ
れ
は
、
こ
よ
ろ
き
の
礒
、
さ
か
み

河
、
八
松
や
、
と
か
み
河
原
、
み
こ
し
か
さ
き
を
も
う
ち
過
て
、
か
ま
く
ら
へ
も
下
つ
き
給
ひ
に
け
り
。
廿
八
日
、
大
は
と
い
ふ
と

こ
ろ
に
、
ひ
つ
し
の
剋
は
か
り
に
つ
き
て
、
そ
こ
に
て
、
立
ゑ
ほ
し
に
し
や
う
衣
を
き
せ
ま
い
ら
せ
て
、
し
つ
か
に
く
た
し
奉
る
。
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「
こ
れ
よ
り
か
ま
く
ら
へ
一
里
」
と
い
ひ
あ
ひ
け
り
。
つ
ね
の
道
よ
り
人
し
け
し
。
中
将
、
な
に
と
な
く
む
な
さ
は
き
し
て
そ
お
は

し
け
る
。
扨
、
程
な
く
、
か
く
と
申
入
た
り
け
れ
は
、
門
外
に
て
粧
あ
り
。
左
右
の
御
手
を
む
ね
の
内
に
お
さ
め
ま
い
ら
せ
て
け
り
。

門
は
し
ら
二
本
は
か
り
に
て
、
む
ね
も
あ
け
す
と
ひ
ら
も
た
て
す
。

と
あ
る
。
鎌
倉
で
対
面
を
す
る
が
、
鎌
倉
に
到
着
し
た
と
し
な
が
ら
、
続
け
て
二
十
八
日
の
大
庭
到
着
を
記
し
、
そ
こ
か
ら
一
里
ほ
ど
先

の
鎌
倉
に
入
っ
た
と
記
す
点
は
、
や
や
不
自
然
で
あ
る
。
傍
線
部
分
は
延
慶
本
・
盛
衰
記
な
ど
と
共
通
す
る
。
網
か
け
部
分
は
ほ
ぼ
覚
一

本
（
一
方
系
）
と
共
通
し
て
い
る
。
長
門
本
は
、
鎌
倉
で
の
対
面
と
す
べ
く
、
伊
豆
で
は
な
く
大
庭
ま
で
直
行
さ
せ
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う

で
、
一
方
系
を
用
い
て
地
名
を
列
挙
し
て
鎌
倉
入
り
の
一
文
を
加
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。
長
門
本
に
も
、
重
衡
の
到
着
地
を
鎌
倉
に
改
編

し
よ
う
と
し
て
不
手
際
が
重
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
読
み
本
系
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
二
人
が
鎌
倉
で
対
面
す
る
と
し
た
延
慶
本
以
外
の
諸
本
の
展
開
は
後
出
の
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
続
い
て
描
か
れ
て
い
く
、
多
く
の
武
士
に
囲
ま
れ
た
中
で
頼
朝
と
対
峙
す
る
心
細
さ
を
抱
き
な
が
ら
、
し
か
し
堂
々
と
対
応
す

る
重
衡
の
凜
と
し
た
姿
は
、
三
島
や
北
条
で
は
な
く
、
鎌
倉
で
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

　

語
り
本
系
の
う
ち
、
屋
代
本
や
八
坂
系
で
は
「
明
神
ウ
タ
ヒ
始
給
ケ
ル
足
柄
山
打
越
テ
、
急
カ
ヌ
旅
ト
思
ヘ
ト
モ
、
日
数
漸
重
ナ
レ
ハ
、

鎌
倉
ヘ
コ
ソ
入
給
へ
」（
屋
代
本
に
よ
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、
足
柄
か
ら
鎌
倉
ま
で
の
地
名
の
列
挙
は
な
い
。
一
方
系
に
は
、
先
の
長
門

本
の
網
か
け
部
分
の
よ
う
に
、
鎌
倉
ま
で
の
地
名
が
列
挙
さ
れ
る
。
重
衡
が
伊
豆
で
は
な
く
直
接
鎌
倉
に
入
る
と
改
編
し
た
の
は
語
り
本

系
で
あ
り
、
一
方
系
は
そ
こ
に
地
名
を
加
え
た
と
推
察
さ
れ
る
。
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（
２
）　

宴
の
日
付
と
場
所

　
『
吾
妻
鏡
』
で
は
、
重
衡
が
鎌
倉
に
移
っ
て
十
日
以
上
経
っ
て
か
ら
湯
浴
み
が
許
さ
れ
、
宴
が
催
さ
れ
る
。
長
門
本
で
は
頼
朝
と
の
対

面
の
翌
日
に
、
盛
衰
記
は
翌
々
日
に
、
湯
浴
み
と
宴
が
行
わ
れ
て
い
る
。
延
慶
本
・
四
部
本
・
語
り
本
系
で
は
同
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

多
少
の
揺
れ
は
あ
る
も
の
の
、『
平
家
物
語
』
は
頼
朝
と
の
対
面
か
ら
宴
ま
で
を
一
連
の
出
来
事
と
し
て
描
い
て
い
る
。

　

延
慶
本
の
み
が
、
伊
豆
で
宴
が
行
わ
れ
た
と
す
る
が
、
重
衡
と
頼
朝
と
の
対
面
を
伊
豆
と
し
た
延
長
線
上
で
生
ま
れ
た
設
定
と
考
え
ら

れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
、
重
衡
の
鎌
倉
移
送
記
事
に
影
響
を
与
え
る
。『
吾
妻
鏡
』
で
は
宴
に
続
い
て
、
長
門
本
で
も
宴
の
記
事
に
続
け

て
四
月
一
日
（
宴
の
翌
日
に
相
当
）
に
、
頼
朝
が
重
衡
に
衣
を
与
え
た
と
記
す
（
Ⅴ
）。
延
慶
本
は
か
な
り
離
れ
た
二
十
章
段
に
な
っ
て
、

宴
の
翌
日
の
二
十
七
日
に
重
衡
が
鎌
倉
に
到
着
し
、
そ
の
翌
日
に
頼
朝
か
ら
衣
を
送
っ
た
と
記
す
。
延
慶
本
は
、
宴
ま
で
を
伊
豆
で
の
出

来
事
と
し
た
た
め
に
、
記
す
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
重
衡
の
鎌
倉
移
送
を
、
大
量
の
維
盛
記
事
の
後
で
記
し
添
え
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
伊
豆
か
ら
鎌
倉
ま
で
は
一
日
で
は
行
け
な
い
。
二
十
六
日
夜
に
宴
を
催
し
て
夜
明
け
ま
で
寝
て
、
二
十
七
日
に
鎌
倉
に
到
着
す
る

と
い
う
日
程
に
は
無
理
が
あ
る
。

（
３
）　

宴
の
場
面

　

宴
の
場
面
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
『
吾
妻
鏡
』
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
先
に
は
触
れ
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い
て

考
え
る
。
そ
れ
は
、『
吾
妻
鏡
』
で
は
「
五
常
楽
」
と
「
皇
麞
急
」
を
二
曲
と
も
、
重
衡
が
「
笛
」
で
演
奏
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
笛

や
琴
が
主
旋
律
を
奏
で
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曲
名
も
明
ら
か
に
な
る
。
す
る
と
、『
吾
妻
鏡
』
の
叙
述
は
自
然
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
延
慶
本
・
長
門
本
・
盛
衰
記
で
は
、
千
手
が
琴
を
弾
い
て
重
衡
が
琵
琶
を
合
わ
せ
る
が
、
千
手
は
途
中
で
弾
き
止
め
る
。
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そ
の
後
、
重
衡
は
琵
琶
を
弾
き
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
後
に
広
元
が
、
重
衡
が
弾
い
た
琵
琶
の
曲
名
を
答
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う

に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
雅
楽
の
合
奏
で
は
、
琵
琶
は
伴
奏
楽
器
と
し
て
使
わ
れ
る
。
琵
琶
の
演
奏
だ
け
で
曲
名
を
言
い
当
て
る
の
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
重
衡
が
笛
を
吹
い
た
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』
に
あ
る
よ
う
な
記
事
を
琵
琶
に
代
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

齟
齬
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
４
）　
『
吾
妻
鏡
』
と
語
り
本
系
の
接
近

　

読
み
本
系
で
は
「
後
生
楽
」「
往
生
急
」
へ
の
言
い
換
え
に
は
あ
ま
り
関
心
が
も
た
れ
て
い
な
い
が
、
語
り
本
系
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
と

同
様
に
、「
後
生
楽
」
と
「
往
生
急
」
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
語
り
本
系
と
『
吾
妻
鏡
』
と
の
近
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

ま
た
、『
吾
妻
鏡
』
文
治
四
年
（
1188
）
四
月
二
十
二
、
二
十
五
日
条
に
千
手
の
記
事
が
あ
り
、
千
手
の
消
息
が
知
ら
れ
る
。

〇
入
夜
御
台
所
御
方
女
房
〈
号
千
手
前
〉
於
御
前
絶
入
、
則
蘇
生
、
日
来
無
差
病
云
々
、
及
暁
、
依
仰
出
里
亭
云
々
、（
四
月
二
十
二

日
条
）

〇
今
暁
千
手
前
卒
去
〈
年
廿
四
〉、
其
性
大
穏
便
、
人
々
所
惜
也
、
前
故
三
位
中
将
重
衡
参
向
之
時
、
不
慮
相
馴
、
彼
上
洛
之
後
、
恋

慕
之
思
朝
夕
不
休
、
憶
念
之
所
積
、
若
為
発
病
之
因
歟
之
由
、
人
疑
之
云
々
、（
四
月
二
十
五
日
条
）

読
み
本
系
に
は
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
語
り
本
系
に
は
千
手
の
後
日
譚
が
記
さ
れ
る
。

〇
其
ヨ
リ
シ
テ
ソ
千
手
前
ハ
中
々
ニ
思
ヒ

深
ク
ハ
成
ニ
ケ
ル
。（
屋
代
本
に
よ
る
。
八
坂
系
も
同
様
）

〇
千
手
前
は
中
々
物
思
ひ
の
種
と
や
成
り
に
け
ん
。
や
が
て
様
を
か
へ
、
濃
き
墨
染
に
窶
果
て
て
、
信
濃
国
善
光
寺
に
行
澄
ま
し
て
、

彼
の
後
世
菩
提
を
弔
け
る
ぞ
哀
れ
な
る
。（
流
布
本
に
よ
る
）
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〇
千
手
前
は
、
中
〳
〵
に
も
の
思
ひ
の
た
ね
と
や
成
に
け
ん
。
さ
れ
ば
中
将
南
都
へ
わ
た
さ
れ
て
、
き
ら
れ
給
ひ
ぬ
と
聞
え
し
か
ば
、

や
が
て
さ
ま
を
か
へ
、
こ
き
墨
染
に
や
つ
れ
は
て
、
信
濃
国
善
光
寺
に
お
こ
な
ひ
す
ま
し
て
、
彼
後
世
菩
提
を
と
ぶ
ら
ひ
、
わ
が
身

も
つ
ゐ
に
、
往
生
の
素
懐
を
と
げ
け
る
と
ぞ
聞
え
し
。（
覚
一
本
に
よ
る
。
京
師
本
・
百
二
十
句
本
も
同
様
）

あ
る
い
は
、
語
り
本
系
は
改
め
て
、『
吾
妻
鏡
』
も
し
く
は
、
重
衡
関
係
資
料
を
参
考
に
し
た
か
と
も
疑
わ
れ
る
。

（
５
）　

小
括

　

以
上
、
重
衡
関
係
話
に
つ
い
て
、『
吾
妻
鏡
』
と
『
平
家
物
語
』
の
共
通
点
、
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
基
本
的
に
は
先
学
の

指
摘
す
る
よ
う
に
、『
吾
妻
鏡
』
編
者
の
手
元
に
は
、重
衡
関
係
の
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
っ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
平

家
物
語
』
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
も
、『
平
家
物
語
』
を
遡
る
形
態
を
『
吾
妻
鏡
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
平
家
物

語
』
が
『
吾
妻
鏡
』
を
原
拠
と
し
た
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
読
み
本
系
か
ら
語
り
本
系
へ
と
は
必
ず
し
も
直
線
的
に
は
つ
な
が

ら
な
い
点
も
あ
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
と
『
平
家
物
語
』
と
の
関
係
を
右
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
宴
の
前
に
描
か
れ
る
湯
浴
み
の
場
面
に
つ
い
て
も
、
そ
の
事
実

を
一
言
述
べ
る
だ
け
の
『
吾
妻
鏡
』
の
よ
う
な
記
事
を
も
と
に
、『
平
家
物
語
』
が
大
き
く
膨
ら
ま
せ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
宴
に
お
け
る
千
手
前
の
朗
詠
・
今
様
・
白
拍
子
も
、『
平
家
物
語
』
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

宴
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
頼
朝
と
の
対
面
の
場
面
で
、『
平
家
物
語
』
に
は
『
吾
妻
鏡
』
に
は
な
い
頼
朝
の
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

れ
も
『
平
家
物
語
』
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
・
六
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、『
平
家
物
語
』
の
作
為
を
考
え
て
い
き
た
い
。



52

第
五
章　

頼
朝
と
の
対
話

　

ま
ず
、
重
衡
と
頼
朝
と
の
対
話
に
つ
い
て
考
え
る
。
左
に
延
慶
本
を
引
用
す
る
。
第
四
章
の
引
用
に
続
く
場
面
で
あ
る
。

Ⅰ　
「（
前
略
）
加
様
ニ
御
下
向
コ
ソ
神
妙
ニ
候
ヘ
。
ａ
但
雪
二メ

父
之
恥
一、
ｂ
奉
レン
ト

休
二メ

君
之
御
鬱
一ヲ

思
立
候
シ
上
ハ
、
ｃ
奉
レン

亡
二

平
家
一

事
ハ
案
ノ
内
ニ
テ
候
シ
カ
ド
モ
、
ｄ
目
当
リ
可
二

見
参
一

ト
コ
ソ
不
二

思
寄
一

候
シ
カ
。
ｅ
今
ハ
大
臣
殿
ニ
モ
見
参
シ
候
ヌ
ト
コ
ソ
覚
候

ヘ
。
ｆ
抑
焼
二

南
都
一

給
シ
事
ハ
、
太
政
入
道
殿
ノ
仰
ニ
テ
候
シ
カ
、
期
ニ
臨
タ
ル
御
計
ニ
テ
候
ケ
ル
カ
、
以
外
ノ
罪
業
ニ
コ
ソ
」
ト

被
レ

申
ケ
レ
バ
、
三
位
中
将
是
ヲ
聞
給
テ
涙
ヲ
拭
ヒ
、「
ｇ
昔
ヨ
リ
源
平
両
家
朝
家
ノ
御
守
ニ
テ
、
帝
王
ノ
宮
仕
ヲ
仕
ル
。
近
来
源
氏

ノ
運
傾
カ
レ
候
シ
事
、
今
更
事
新
ク
非
レ

可
レ

申
、
人
皆
知
レ
ル
事
ニ
テ
候
。
其
勧
賞
ヲ
初
ト
シ
テ
、
平
家
世
中
ヲ
平
ル
間
、
一
天
ノ

君
ノ
御
外
戚
ト
シ
テ
、
ｈ
一
族
ノ
昇
進
八
十
余
人
、
廿
ケ
年
之
間
楽
ミ

栄
ヘ
、
無
二

申
量
一。
ｉ
今
又
運
尽
ヌ
レ
バ
、
重
衡
召
人
ニ
テ
参

ル
。
此
勧
賞
ニ
テ
稔
給
ワ
ム
事
無
レ

疑
。
其
レ

ニ
取
テ
、
帝
王
ノ
御
敵
ヲ
討
タ
ル
者
ハ
、
七
代
マ
デ
朝
恩
失
セ
ズ
ト
申
事
、
極
タ
ル
僻

事
也
。
目
当
リ
、
故
入
道
ハ
法
皇
ノ
御
為
ニ
ハ
申
セ
バ
愚
也
、
御
命
ニ
代
奉
ル
事
モ
度
々
也
。
サ
レ
ド
モ
僅
ニ
其
身
一
代
ノ
幸
ニ
テ
、

子
孫
加
様
ニ
罷
成
ベ
シ
ヤ
。
一
門
運
尽
テ
、
都
ヲ
迷
出
候
シ
後
ハ
、
骸
ヲ
山
野
ニ
サ
ラ
シ
、
名
ヲ
後
代
ニ
留
ン
ト
コ
ソ
存
候
シ
カ
、

是
マ
デ
可
レ

参
ト
ハ
存
ゼ
ザ
リ
キ
。
此
モ
先
世
ノ
宿
業
ニ
コ
ソ
。『
殷
ノ
紂
ハ
夏
ノ
桀
ニ
囚
ハ
レ
、
文
王
ハ
俿
里
ニ
籠
ラ
ル
』
ト
云
文

有
。
上
古
又
如
レ

此
、
況
於
二

末
代
一

乎
。（
ｊ
弓
矢
と
る
な
ら
ひ
、
か
た
き
の
た
め
に
と
ら
は
れ
て
命
を
う
し
な
ふ
事
、）
全
非
レ

恥
。

ｋ
御
芳
恩
ニ
ハ
、
利
ク
可
レ

召
レ

頸
ヲ

」
ト
ゾ
宣
ケ
ル
。
景
時
已
下
ノ
大
名
小
名
、
御
前
ニ
並
居
タ
リ
ケ
ル
ガ
、「
此
中
将
殿
ハ
、
イ
タ

イ
ケ
シ
タ
ル
口
聞
哉
」
ト
、
各
讃
奉
テ
、
皆
涙
ヲ
ゾ
流
ケ
ル
。「
此
人
ハ
名
ヲ
流
シ
タ
ル
大
将
軍
也
。
無
二

左
右
一

不
レ

可
レ

奉
レ

切
。
南

都
大
衆
申
旨
有
」
ト
兵
衛
佐
宣
テ
、「
宗
茂
是
ヘ
」
ト
有
ケ
レ
バ
、
梃
ナ
ル
僧
召
付
ク
。（（　

）
部
分
は
長
門
本
に
よ
る
。
盛
衰
記
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も
類
同
。
延
慶
本
の
脱
落
か
）

次
い
で
『
吾
妻
鏡
』
三
月
二
十
八
日
条
を
引
用
す
る
。

　

被
請
本
三
位
中
将
〈
藍
摺
直
垂
、
引
立
烏
帽
子
〉
於
廊
令
謁
給
、
仰
云
、「
ｂ
且
為
奉
慰
君
御
憤
、
ａ
且
為
雪
父
尸
骸
之
恥
、
ｃ

試
企
石
橋
合
戦
以
降
、
令
対
治
平
氏
之
逆
乱
如
指
掌
、
ｄ
仍
及
面
拝
、
不
屑
眉
目
也
、
ｅ
此
上
者
、
謁
槐
門
之
事
、
亦
無
所
疑
歟
」

者
、
羽
林
答
申
曰
、「
ｇ
源
平
為
天
下
警
衛
之
処
、
頃
年
之
間
、
当
家
独
守
朝
廷
也
、
ｈ
許
昇
進
者
八
十
餘
輩
、
思
其
繁
栄
者
二
十

余
年
也
、
ｉ
而
今
運
命
之
依
縮
、
為
囚
人
参
入
上
者
、
不
能
左
右
、
ｊ
携
弓
馬
之
者
、
為
敵
被
虜
、
強
非
恥
辱
、
ｋ
早
可
被
処
斬
罪
」

云
々
、
無
繊
芥
之
憚
奉
問
答
、
聞
者
莫
不
感
、
其
後
被
召
預
狩
野
介
云
々
、

　

延
慶
本
の
二
重
傍
線
部
は
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
は
同
様
の
記
述
が
あ
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
な
い
。『
平
家
物
語
』
は
、
平
家
の
朝

廷
に
対
す
る
忠
節
を
堂
々
と
主
張
し
、
現
在
の
状
況
へ
の
悲
憤
を
述
べ
る
重
衡
を
描
き
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
は
ほ
ぼ
共
通

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
注
意
し
た
い
の
が
、『
吾
妻
鏡
』
に
ｆ
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ｆ
は
頼
朝
か
ら
の
問
い
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
の

重
衡
の
返
答
は
前
述
し
た
よ
う
に
堂
々
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
ｆ
の
問
い
に
対
応
す
る
答
え
は
な
い
。
そ
の
点
不
完
全
で
は
あ
る
が
、『
平

家
物
語
』
は
重
衡
の
南
都
炎
上
に
対
す
る
罪
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
ｆ
を
加
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
衡
の
言
葉

を
聞
い
た
頼
朝
の
反
応
に
も
、
南
都
の
大
衆
へ
の
言
及
が
あ
る
。

　

な
お
、
語
り
本
系
の
重
衡
の
答
え
の
冒
頭
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ま
づ
南
都
炎
上
の
事
、
故
入
道
の
成
敗
に
も
あ
ら
ず
、
重
衡
が
愚
意
の
発
起
に
も
あ
ら
ず
。
衆
徒
の
悪
行
を
し
づ
め
む
が
た
め
に

ま
か
り
む
か
ッ
て
候
し
程
に
、
不
慮
に
伽
藍
滅
亡
に
及
び
候
し
事
、
力
及
ば
ぬ
次
第
也
。

続
い
て
、
読
み
本
系
と
同
様
の
内
容
が
語
ら
れ
て
い
く
。
語
り
本
系
に
お
い
て
は
、
頼
朝
の
問
い
に
対
す
る
答
え
が
用
意
さ
れ
、
し
か
も
、
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重
衡
は
自
身
の
発
意
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
語
り
本
系
・
読
み
本
系
の
巻
十
「
内
裏
女
房
」、「
戒
文
」
相
当
箇
所
で
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
語
り
本
系
で
は
更
に
巻
十
一
「
重
衡
被
斬
」
で
も
同
様
の
発
言
を
繰
り
返
し
、
重
衡
の
主
張
を
強
調
し
て
い
く
。

　
『
平
家
物
語
』
は
、
敵
の
武
士
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
も
堂
々
と
対
応
す
る
重
衡
を
描
き
出
し
、
し
か
も
、
南
都
炎
上
を
頼
朝
に
改
め

て
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
衡
の
犯
し
た
大
罪
に
注
目
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
湯
浴
み
、
宴
の
場
へ
と
移
っ
て
い
く
。

第
六
章　

千
手
前
の
声

　

最
後
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
な
い
千
手
の
歌
っ
た
朗
詠
と
今
様
を
考
え
る
。
ま
ず
延
慶
本
に
よ
っ
て
、
第
二
章
で
引
用
し
た
Ⅲ
２

に
先

ん
じ
る
部
分
を
引
用
す
る
。

Ⅲ
１　

其
夜
ハ
雨
打
降
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
鹿
野
介
家
子
郎
等
引
具
テ
、
酒
持
テ
参
タ
リ
。
千
手
ノ
前
モ
琵
琶
、
琴
持
テ
参
ル
。
三
位
ハ

臥
給
タ
リ
ケ
ル
ガ
、
起
直
テ
オ
ハ
ス
。
酒
ヲ
勧
奉
ニ
、
盃
七
分
ニ
請
給
フ
。
鹿
野
介
申
ケ
ル
ハ
、「
兵
衛
佐
殿
ヨ
リ
、『
能
々
モ
テ

ナ
シ
進
セ
ヨ
』
ト
云
蒙
レ

仰
テ
候
之
間
、
旅
所
ニ
テ
候
ヘ
ド
モ
、
千
手
前
何
事
ニ
テ
モ
一
声
申
テ
進
セ
ヨ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、「
①
羅
綺

ノ
重
衣
タ
ル
、
無
レ

情
機
婦
ニ
妬
ミ
、
管
絃
ノ
長
曲
ニ
ア
ル
、
不
レ

終
事
ヲ
伶
人
ニ
嗔
」
ト
云
朗
詠
ヲ
シ
タ
リ
。
三
位
中
将
被
レ

仰
ケ

ル
ハ
、「
重
衡
今
生
ハ
依
二

罪
業
一、
被
レ

捨
二

三
宝
ニ一

奉
リ
ヌ
。
罪
業
軽
ミ
ヌ
ベ
キ
事
ナ
ラ
バ
、　

奉
ラ
ム
」
ト
被
レ

申
ケ
レ
バ
、
千
手
ノ

前
「
②
雖
二

十
悪
一

猶
引
接
ス
」
ト
云
朗
詠
ヲ
シ
テ
、「
③
極
楽
ヘ
参
ラ
ン
人
ハ
皆
」
ト
云
今
様
三
反
歌
澄
ヒ
タ
リ
。
其
時
三
位
盃
ヲ

傾
ケ
給
。

Ⅲ
２　

千
手
琴
ヲ
取
テ
、
④
五
常
楽
ノ
急
ヲ
引
澄
ス
。（
以
下
略
）
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①
は
『
和
漢
朗
詠
集
』（
下
・
管
絃
・
466
）
所
載
の
「
羅
綺
の
重
衣
為
る
、
情
無
き
こ
と
を
機
婦
に
妬
む
、
管
絃
の
長
曲
に
在
る
、
闋を

へ
ざ
る
こ
と
を
伶
人
に
怒
る
」（
薄
く
軽
い
衣
を
重
く
感
じ
、
こ
れ
を
織
っ
た
機
織
り
の
女
を
憎
む
。
管
絃
の
曲
が
長
い
の
で
、
早
く
終

え
な
い
こ
と
を
楽
人
に
対
し
て
怒
る
）
で
あ
る
。
千
手
は
、
頼
朝
の
命
を
受
け
て
重
衡
を
も
て
な
そ
う
と
し
て
こ
の
朗
詠
を
選
ん
だ
。

　

読
み
本
系
で
は
、
重
衡
は
湯
浴
み
の
時
に
、
明
日
の
処
刑
を
予
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
長
門
本
・
盛
衰
記
は
出
家
を
頼
朝
に
願
い
、
即

座
に
拒
絶
さ
れ
る
。
延
慶
本
は
出
家
の
願
い
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
明
日
の
処
刑
に
つ
い
て
頼
朝
が
否
定
す
る
と
い
う
独
自
の
記
述

と
な
っ
て
い
る
。
語
り
本
系
で
は
処
刑
の
予
測
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
出
家
の
願
い
と
頼
朝
に
よ
る
拒
絶
が
記
さ
れ
る
。

　

そ
の
遣
り
取
り
を
仲
介
し
た
千
手
は
、
重
衡
の
失
意
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
千
手
が
選
ん
だ
朗
詠
は
現
在
の
状
況
と
は
か
け

離
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
長
門
本
・
盛
衰
記
・
語
り
本
系
で
は
、
こ
の
朗
詠
を
歌
う
者
は
北
野
天
神
が
守
っ
て
く
れ
る
と
誓
っ

た
と
続
く
。
延
慶
本
に
そ
の
文
言
は
な
い
が
、『
平
家
物
語
』
と
し
て
は
、
せ
め
て
、
天
神
の
誓
い
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
朗
詠
を
共
に
歌

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
衡
に
も
天
神
の
加
護
が
あ
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
籠
め
ら
れ
て
い
た
と
理
解
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
続
く
「
重
衡
今
生
ハ
依
二

罪
業
一、
被
レ

捨
二

三
宝
ニ一

奉
リ
ヌ
」
で
は
、
自
分
は
南
都
を
炎
上
さ
せ
た
罪
に
よ
り
、
今
生
で
は
救

わ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
と
、
自
ら
の
絶
望
的
な
状
況
を
口
に
す
る
。
重
衡
の
罪
業
は
頼
朝
の
問
い
に
も
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
は
諸

本
と
も
に
類
似
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
千
手
の
思
い
は
重
衡
の
心
を
ほ
ぐ
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
了
解
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
重
衡
は
す
ぐ
に
、
や
は
り
諸
本
同
様
に
、「
罪
業
軽
ミ
ヌ
ベ
キ
事
ナ
ラ
バ
、

奉
ラ
ム
」
と
続
け
る
。
死
が
目
前
に
迫
り
、

出
家
も
許
さ
れ
な
い
身
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
少
し
で
も
罪
が
軽
く
な
る
こ
と
な
ら
ば
、
と
、
千
手
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
。

　

②
「
雖
二

十
悪
一

猶
引
接
ス
」
も
『
和
漢
朗
詠
集
』（
下
・
仏
事
・
591
）
所
載
の
「
十
悪
と
雖
も
猶
ほ
引
摂
す
、
疾
風
の
雲
霧
を
披
く
よ

り
も
甚
し
、
一
念
と
雖
も
必
ず
感
応
す
、
之
れ
を
巨
海
の
涓
露
を
納
る
る
に
喩
ふ
」（
た
と
え
十
悪
を
犯
し
た
者
で
も
阿
弥
陀
仏
は
極
楽
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浄
土
に
引
き
取
っ
て
下
さ
る
。
一
回
の
念
仏
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
感
応
し
て
往
生
を
叶
え
て
下
さ
る
）
の
一
節
で
あ
る
。
千
手
は
、
ど
の

よ
う
な
大
罪
人
で
も
、
阿
弥
陀
仏
は
救
済
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ
る
と
歌
う
。
重
衡
の
願
い
を
掬
い
取
っ
て
く
れ
る
と
、
阿
弥
陀
の
本

願
を
歌
う
。
重
衡
の
心
境
を
察
し
た
千
手
は
、
即
座
に
重
衡
に
寄
り
添
う
朗
詠
を
歌
う（
８

）。

　

③
「
極
楽
ヘ
参
ラ
ン
人
ハ
皆
」
は
、「
極
楽
ヘ
参
ラ
ン
人
ハ
皆
弥
陀
ノ
名
号
唱
フ
ベ
シ
」
と
い
う
今
様
で
あ
る
。
②
に
続
け
て
、
阿
弥

陀
に
救
済
さ
れ
る
た
め
に
は
、
弥
陀
の
名
号
を
唱
え
よ
と
い
う
。
重
衡
の
絶
望
的
な
心
情
を
少
し
で
も
軽
く
し
、
重
衡
の
口
に
し
た
「
罪

業
軽
ミ
ヌ
ベ
キ
事
ナ
ラ
バ
」
に
応
じ
よ
う
と
、
阿
弥
陀
の
名
号
を
奨
め
る
。

　

こ
れ
ら
が
、『
平
家
物
語
』
が
新
た
に
描
き
出
し
た
、
宴
席
に
お
け
る
千
手
の
歌
で
あ
る
。
千
手
は
、
犯
し
た
罪
の
重
さ
に
喘
ぎ
、
死

を
目
前
に
控
え
て
絶
望
し
て
い
る
重
衡
を
慰
め
、
阿
弥
陀
の
救
い
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
重
衡
の
気
持
ち
を
ほ
ぐ
し
て
い
く
。

　

こ
の
阿
弥
陀
の
救
い
に
関
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
法
然
の
説
経
で
あ
る
。
捕
虜
と
な
っ
て
京
に
戻
さ
れ
た
重
衡
は
出
家
も
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
僅
か
に
許
さ
れ
た
の
が
法
然
と
の
対
面
で
あ
っ
た
。
重
衡
は
法
然
に
向
か
っ
て
自
分
の
行
為
を
告
白
し
、
懺
悔
し
、
な
お
、

救
済
の
道
は
な
い
か
と
問
う
。
法
然
は
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
説
く
。
そ
の
展
開
と
表
現
は
、『
平
家
物
語
』
の
千

手
と
重
衡
と
の
遣
り
取
り
と
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
々
長
く
な
る
が
、
左
に
延
慶
本
巻
十
│
五
「
重
衡
卿
法
然
上
人

ニ
相
奉
事
」
よ
り
、
必
要
部
分
を
引
用
す
る
。

「
重
衡
ガ
後
生
ヲ
イ
カ
ヾ
シ
候
ベ
キ
。（
略
）
何
ナ
ル
行
ヲ
修
シ
テ
、
一
業
助
ル
ベ
シ
ト
モ
覚
ヘ
候
ハ
ズ
。
心
憂
コ
ソ
候
ヘ
。
倩
ラ

一

生
ノ
所
行
ヲ
思
知
リ
、
屢
先
世
ノ
業
因
ヲ
案
ジ
連
ケ
候
ニ
、
罪
業
ハ
須
弥
ヨ
リ
モ
高
ク
、
善
業
ハ
微
塵
計
モ
蓄
候
ハ
ズ
。
角
テ
空
ク

命
終
リ
候
ナ
バ
、
火
血
刀
ノ
苦
果
、
敢
テ
疑
候
マ
ジ
。
願
ハ
慈
悲
ヲ
施
シ
、
兼
テ
ハ
憐
ミ
ヲ
垂
給
テ
、
あ
カ
ヽ
ル
悪
人
ノ
後
生
可
レ

助
方
法
候
ハ
ヾ
、
示
給
リ
候
バ
ヤ
」
ト
被
レ

申
タ
リ
ケ
レ
バ
、
上
人
涙
ニ
咽
テ
、
シ
バ
シ
ハ
物
モ
宣
ハ
ズ
。
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良
久
有
テ
、「
誠
ニ
難
レ

受
人
身
ヲ
受
テ
、
空
ク
三
途
ニ
還
御
坐
ム
事
ハ
、
悲
テ
モ
猶
悲
カ
ル
ベ
シ
。
然
バ
今
厭
ヒ二

穢
土
一、
願
ヒ二

浄

土
一、
翻
シ二

悪
心
ヲ一

、
発
二

善
心
一

給
ハ
ム
事
ハ
、
三
世
諸
仏
モ
定
テ
随
喜
シ
給
ラ
ム
。
出
離
之
道
雖
レ

区
ト

、
末
法
濁
乱
ノ
機
ニ
ハ
、
称
名

ヲ
以
テ
為
レ

勝
タ
リ
ト

。
土
ヲ
分
テ二

九
品
ニ一

、
行
ヲ
縮
メ二

六
字
ニ一

テ
、
い
十
悪
五
逆
モ
廻
向
ス
レ
バ
往
生
ス
。
十
悪
五
逆
罪
滅
往
生
ト
釈
ル
ガ

故
ニ
。
一
念
十
念
モ
心
ヲ
到
セ
バ
正
因
ト
ナ
ル
。
一
念
弥
陀
仏
即
滅
無
量
罪
ト
説
ガ
故
。
う
専
称
名
号
至
西
方
ト
釈
シ
テ
、
専
名
号

ヲ
称
ズ
レ
バ
、
西
方
ニ
至
ル
。
念
々
称
名
常
懺
悔
ト
述
テ
、
念
々
ニ
御
名
ヲ
唱
レ
バ
懺
悔
ス
ル
也
ト
教
タ
リ
。
利
剣
即
是
弥
陀
号
恃

メ
バ
、
魔
縁
不
二

近
付
一。
一
声
称
念
罪
皆
除
念
ズ
レ
バ
、
罪
皆
除
コ
ル
ト
見
ヘ
タ
リ
。
浄
土
宗
ノ
至
要
、
存
レ

略
ル
ニ
、
大
略
是
ヲ
為

二

肝
心
ト一

。
但
往
生
ノ
得
不
得
ハ
依
二

信
心
之
有
無
ニ一

。
只
深
ク
信
ジ
テ
努
々
不
レ

可
二

生
レ

疑
ヲ

給
フ一

。
若
深
ク
此
教
ヘ
ヲ
信
ジ
テ
、
行
住

坐
臥
時
所
諸
縁
ヲ

ハ
ズ
、
三
業
四
儀
ニ
ヲ
イ
テ
、
心
念
口
称
ヲ
不
レ

忘
レ

シ
テ
、
命
終
ヲ
為
テレ

期
ト

、
此
苦
域
ノ
界
ヲ
出
テ
、
彼
ノ
不

退
ノ
土
ニ
往
生
シ
給
ハ
ム
事
、
何
ノ
疑
カ
有
ム
」
ト
教
化
シ
給
ケ
レ
バ
、

　

い
「
十
悪
五
逆
モ
廻
向
ス
レ
バ
往
生
ス
」
は
②
「
雖
二

十
悪
一

猶
引
接
ス
」
に
類
似
し
、
続
く
「
一
念
十
念
モ
心
ヲ
到
セ
バ
正
因
ト
ナ
ル
」

は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
「
一
念
と
雖
も
必
ず
感
応
す
」
と
響
き
合
う
。
い
に
は
阿
弥
陀
か
ら
の
救
済
は
直
接
的
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
が
、
②
で
は
明
確
に
、
重
衡
に
阿
弥
陀
の
救
い
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
る（
９

）。

　

う
「
専
称
名
号
至
西
方
ト
釈
シ
テ
、
専
名
号
ヲ
称
ズ
レ
バ
、
西
方
ニ
至
ル
」
は
③
「
極
楽
ヘ
参
ラ
ン
人
ハ
皆
弥
陀
ノ
名
号
唱
フ
ベ
シ
」

に
共
通
す
る
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
平
家
物
語
』
が
加
え
た
千
手
の
歌
の
う
ち
②
③
は
、
法
然
の
話
を
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
①
は
、
少
し
で
も
罪
業
が
軽

く
な
る
な
ら
ば
と
い
う
重
衡
の
願
い
を
引
き
出
す
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
朗
詠
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
重
衡
は
救
済
へ
近
づ
く
方
法

を
、
あ
「
カ
ヽ
ル
悪
人
ノ
後
生
可
レ

助
方
法
候
ハ
ヾ
、
示
給
リ
候
バ
ヤ
」
と
法
然
に
懇
願
し
た
。
①
の
朗
詠
を
聞
い
た
時
の
重
衡
の
反
応
「
重
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衡
今
生
ハ
依
二

罪
業
一、
被
レ

捨
二

三
宝
ニ一

奉
リ
ヌ
。
罪
業
軽
ミ
ヌ
ベ
キ
事
ナ
ラ
バ
、

奉
ラ
ム
」
は
、
あ
と
等
質
と
は
言
え
な
い
が
、
救
済
を

求
め
る
重
衡
の
心
中
を
語
ら
せ
、
そ
れ
に
答
え
て
阿
弥
陀
の
救
済
が
語
ら
れ
歌
わ
れ
る
点
で
通
い
合
う
。

　

重
衡
を
慰
め
る
千
手
の
歌
声
は
、「
戒
文
」
の
再
現
で
あ
り
、
重
衡
と
法
然
の
対
話
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
言
え
よ
う
。
経
典
を
散
り
ば

め
た
、
男
声
に
よ
る
硬
い
説
経
の
次
に
、
音
楽
的
な
抑
揚
を
用
い
て
、
柔
ら
か
く
、
ま
た
平
易
な
言
葉
で
女
声
が
説
き
、
優
し
く
リ
フ
レ

イ
ン
し
な
が
ら
重
衡
の
往
生
へ
の
願
い
の
実
現
に
近
づ
い
て
い
く
。

　

前
章
で
指
摘
し
た
、
頼
朝
が
発
し
た
南
都
炎
上
に
関
す
る
質
問
（
ｆ
）
は
重
衡
の
南
都
炎
上
の
罪
を
今
一
度
思
い
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
、

『
平
家
物
語
』
が
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
読
み
本
系
の
湯
浴
み
の
場
面
で
は
、
重
衡
が
明
日
処
刑
か
と
怯
え
、
叶
わ
な
い
出
家
を
願
う

言
葉
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宴
の
場
面
で
は
、『
吾
妻
鏡
』
と
同
様
に
、
間
近
に
迫
る
死
を
見
つ
め
る
重
衡
の
姿
が
色
濃
く
描

き
出
さ
れ
て
い
た
。特
に
延
慶
本
で
は
そ
の
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
語
り
本
系
で
は
そ
の
色
彩
は
薄
め
ら
れ
て
い
る
が
）。そ
し
て
、『
平

家
物
語
』
は
独
自
に
千
手
前
の
朗
詠
・
今
様
・
白
拍
子
を
加
え
る
。
重
衡
の
罪
と
救
済
へ
の
願
い
が
随
所
に
編
み
込
ま
れ
て
い
く
。

お
わ
り
に

　
『
平
家
物
語
』
作
者
が
手
元
に
あ
っ
た
資
料
を
ど
の
よ
う
に
加
工
し
再
編
成
し
て
い
く
か
、
諸
本
が
ど
の
よ
う
に
変
奏
し
て
い
く
の
か
、

そ
の
様
相
の
一
端
を
、『
吾
妻
鏡
』
を
媒
介
と
し
て
辿
っ
て
い
っ
た
。

　
『
平
家
物
語
』
が
重
衡
の
罪
を
描
き
、
そ
こ
か
ら
の
救
済
へ
の
道
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
│
│
こ
れ
は
既
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
『
平

家
物
語
』
の
構
想
の
一
つ
で
あ
る
。
重
衡
を
描
く
中
で
、
芸
能
色
を
濃
厚
に
押
し
出
し
た
点
で
い
さ
さ
か
異
色
と
も
思
わ
れ
る
「
千
手
前
」
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も
例
外
で
は
な
い
。
死
を
前
に
し
た
重
衡
に
寄
り
添
い
、
法
然
と
の
対
話
を
平
易
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
重
衡
の
救
済
へ
の
道
を
示
し
て

い
る
。

注（
１

） 

語
り
本
系
の
代
表
的
本
文
と
し
て
、
一
方
系
の
覚
一
本
を
用
い
る
。
屋
代
本
・
八
坂
系
な
ど
に
は
細
部
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
大
差
は
無
い
。

（
２

） 

た
と
え
ば
、
池
田
敬
子
氏
は
流
布
本
に
よ
っ
て
、「
こ
こ
に
は
生
硬
な
仏
教
語
は
な
く
、
後
生
楽
と
五
常
楽
の
、
往
生
の
急
と
皇
麞
の
急
の
懸
詞

の
楽
し
み
・
情
緒
的
今
様
で
あ
り
、
言
葉
は
宗
教
的
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
る
教
養
・
芸
能
の
世
界
の
も
の
で
あ
る
」（『
軍
記
と
室
町
物
語
』〈
清
文
堂　

2001
〉
Ⅰ
〈
初
出
は
1977
・
３

〉）、
佐
伯
真
一
氏
は
「
重
衡
の
風
雅
を
描
い
て
最
も
著
名
な
「
千
手
前
」」（『
平
家
物
語
遡
源
』〈
若
草
書
房　

1996
〉
第
三

部
第
五
章
〈
初
出
は
1985
・
９

〉）、
松
尾
葦
江
氏
は
「「
千
手
前
」
で
演
奏
さ
れ
る
朗
詠
や
今
様
、
管
弦
の
曲
は
、
重
衡
と
千
手
の
心
の
交
流
を
そ
の

時
間
的
変
化
と
共
に
暗
示
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
」（『
軍
記
物
語
原
論
』
笠
間
書
院　

2008
）
な
ど
。
但
し
、
村
上
学
氏
は
延
慶
本
の
不
整
合
や

ち
ぐ
は
ぐ
さ
を
指
摘
す
る
（「
延
慶
本
瞥
見
│
重
衡
物
語
を
通
じ
て
│
」〈「
国
語
と
国
文
学
」
85
巻
11
号　

2008
・
11
〉）。

（
３

） 

た
と
え
ば
、
横
井
孝
氏
は
「
千
手
前
」
に
限
ら
ず
、「
重
衡
は
、
女
た
ち
の
涙
に
よ
っ
て
罪
業
が
洗
い
流
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。
女
た
ち
の
涙
に
よ
っ

て
浄
化
、
鎮
魂
さ
れ
る
物
語
が
重
衡
の
物
語
な
の
だ
」（
水
原
一
編
『
古
文
学
の
流
域
』
新
典
社　

1996
・
４

）
と
指
摘
す
る
。

（
４

） 

由
井
恭
子
氏
は
「
五
常
楽
」「
皇
麞
急
」
が
、「
講
や
法
会
の
場
で
歌
舞
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
千
手
が
「
重
衡
の
極
楽
往
生
を
願
う

一
種
の
管
絃
講
を
し
て
い
る
」（「『
平
家
物
語
』
千
手
前
に
つ
い
て
│
管
絃
講
と
の
関
わ
り
か
ら
│
」〈「
国
文
学
試
論
」
14
号　

2000
・
１

〉）
と
す
る
。

（
５

） 

語
り
本
系
諸
本
で
は
、
屋
代
本
・
八
坂
系
が
、
⑥
「
一
樹
の
陰
に
や
ど
り
あ
ひ
…
…
」
と
⑦
朗
詠
「
灯
闇
う
し
て
は
、
…
…
」
の
順
序
が
逆
転
し

て
い
る
。
読
み
本
系
も
含
め
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
逆
転
は
後
出
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６

） 『
吾
妻
鏡
』
が
源
平
盛
衰
記
を
利
用
し
て
い
る
と
す
る
八
代
国
治
氏
『
吾
妻
鏡
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

1913
）
を
始
め
と
し
て
、
共
通
の
資
料
を

用
い
て
い
る
と
す
る
五
味
文
彦
氏
『
吾
妻
鏡
の
方
法　

事
実
と
神
話
に
み
る
中
世
』（
吉
川
弘
文
館　

1990
）
他
。
最
近
で
は
、
藪
本
勝
治
氏
は
以
仁

王
事
件
に
関
し
て
、「（『
吾
妻
鏡
』）
の
記
事
が
『
平
家
物
語
』
の
語
句
を
利
用
し
な
が
ら
、
恣
意
的
に
文
脈
を
組
み
替
え
つ
つ
独
自
の
構
想
に
従
っ

て
編
集
さ
れ
て
い
る
」（『『
吾
妻
鏡
』
の
合
戦
叙
述
と
〈
歴
史
〉
構
築
』
序
章
（
和
泉
書
院　

2022
）
と
指
摘
し
、『
吾
妻
鏡
』
の
諸
本
研
究
を
進
捗
さ

せ
て
い
る
高
橋
秀
樹
氏
は
精
力
的
に
発
言
を
続
け
、
同
事
件
に
つ
い
て
も
、「『
平
家
物
語
』
と
『
吾
妻
鏡
』
と
の
共
通
す
る
原
史
料
の
存
在
を
想
定
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す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
」（「『
吾
妻
鏡
』
に
つ
い
て
実
証
的
に
考
え
る
」〈「
軍
記
と
語
り
物
」
59
号　

2023
・
３

〉）
と
指
摘
す
る
な
ど
、
意
見
が
対

立
し
て
い
る
。

（
７

） 
夙
に
佐
々
木
八
郎
氏
は
「
千
手
前
」
に
つ
い
て
語
り
本
系
（
流
布
本
）
と
『
吾
妻
鏡
』
を
比
較
し
、「『
平
家
物
語
』
の
方
が
、『
吾
妻
鏡
』
の
記

事
を
活
用
し
」（『
平
家
物
語
講
説
』
早
稲
田
大
学
出
版
部　

1950
）
と
結
論
づ
け
、
日
下
力
氏
は
「『
平
家
』
は
、（
狩
野
宗
茂
あ
た
り
が
後
世
に
伝
え

た
も
の
に
拠
っ
た
可
能
性
の
あ
る
『
吾
妻
鏡
』）
に
手
を
加
え
」（『
平
家
物
語
転
読
』
笠
間
書
院　

2006
）
た
と
推
測
す
る
。
坂
井
孝
一
氏
は
東
国
の

情
報
と
い
っ
た
観
点
か
ら
五
点
を
あ
げ
て
考
察
し
、「
東
国
の
事
情
を
最
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
の
は
『
吾
妻
鏡
』
で
あ
り
、「
覚
一
本
」「
屋
代
本
」

「
延
慶
本
」
は
そ
れ
に
及
ば
な
い
が
、「
延
慶
本
」
は
『
吾
妻
鏡
』
も
し
く
は
そ
の
原
資
料
と
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
、
と

の
結
論
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
」（「『
平
家
物
語
』
の
生
成
と
東
国
│
「
重
衡
・
千
手
譚
」
を
素
材
と
し
て
│
」『
平
家
物
語
の
多
角
的
研
究　

屋
代

本
を
拠
点
と
し
て
』〈
ひ
つ
じ
書
房　

2011
・
11
〉）
と
す
る
。

（
８

） 

原
田
敦
史
氏
は
、
重
衡
記
事
に
現
れ
る
女
性
と
、
こ
の
場
面
で
は
特
に
②
を
中
心
と
し
て
、
宗
教
的
特
色
と
女
性
た
ち
の
役
割
を
結
び
つ
け
、「
そ

れ
ら
二
つ
が
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
す
る
（『
平
家
物
語
の
表
現
世
界　

諸
本
の
生
成
と
流
動
』

〈
花
鳥
社　

2022
〉
第
二
章
第
九
節
〈
初
出
は
2019
・
９

〉）。

（
９

） 

法
然
の
言
葉
に
法
然
義
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
、
法
然
は
重
衡
に
救
済
の
手
を
さ
し
の
べ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
や
、
そ
れ
に
対

す
る
反
論
も
出
さ
れ
、
か
つ
て
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
最
近
、
源
健
一
郎
氏
は
「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
〈
法
然
〉
の
位
置
づ
け
」（「
同
志

社
国
文
学
」
98
・
2023
・
５

）
で
、
そ
の
経
緯
を
ま
と
め
て
い
る
。
氏
は
、
そ
の
上
で
新
し
く
、「
顕
密
仏
教
的
価
値
観
の
も
と
、
悪
人
重
衡
に
ふ
さ

わ
し
い
方
便
劣
行
た
る
念
仏
勧
進
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
。

﹇
引
用
テ
キ
ス
ト
﹈

 

『
校
訂
延
慶
本
平
家
物
語　

巻
十
』（
汲
古
書
院
）、『
長
門
本
平
家
物
語　

四
』（
勉
誠
出
版
）、『
源
平
盛
衰
記
（
七
）』（
三
弥
井
書
店
）、『
平
家
物

語　

下
』（
覚
一
本
。
岩
波
書
店　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、『
屋
代
本
高
野
本
対
照
平
家
物
語
』（
屋
代
本
。
新
典
社
）、『
平
家
物
語
』（
流
布
本
。

桜
楓
社
）、『
新
訂
吾
妻
鏡　

一
』（
和
泉
書
院
。
他
本
に
よ
り
校
訂
し
た
部
分
が
あ
る
）、『
和
漢
朗
詠
集
／
新
撰
朗
詠
集
』（
明
治
書
院　

和
歌
文
学

大
系
。
書
き
下
し
文
を
引
用
し
た
）

（
さ
く
ら
い
・
よ
う
こ
／
本
学
教
授
）　


